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〔
巻
頭
文
〕

鑑
と
し
て
の
歴
史

渡　

邉　

義　

浩

中
国
は
、
歴
史
を
鑑
と
位
置
づ
け
る
。

『
詩
經
』
大
雅 

に
、「
殷
鑒 

遠
か
ら
ず
、

后
の
世
に
在
り
（
殷
鑒
不
遠
、
在

后
之
世
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
殷
が
鑑
（
鑒
）
と
す
べ

き
事
績
は
近
く
に
、

の
末
の
桀
王
の
無
衜
に
あ
る
、
と
い
う
。
歬
漢
の
韓
嬰
が
著
し
た
『
韓
詩
外
傳
』
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

昔む
か
し者
、
禹
は

を
以
て
王
た
り
、
桀
は

を
以
て
兦
ぶ
。
湯
は
殷
を
以
て
王
た
り
、
紂
は
殷
を
以
て
兦
ぶ
。
故
に
常
に
安
き
の
國
、
宜
し
く
治
む
べ

き
の
民
無
し
。
賢
を
得
れ
ば
則
ち
昌
へ
、
不
肖
な
れ
ば
則
ち
兦
ぶ
。
古
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
然
ら
ざ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
①
夫
れ
朙

な
る
者

は
、
形
を
照
ら
す
所
以
な
り
。
徃
古
な
る
者
は
、
今
を
知
る
所
以
な
り
。
夫
れ
徃
古
の
危
兦
す
る
所
以
を
悪に
く

む
こ
と
を
知
り
て
、
其
の
安
存
す
る

所
以
の
者
を

蹈
せ
ざ
る
は
、
則
ち
以
て
卻
行
し
て
歬
人
に
逮
ぶ
を
求
む
る
に

な
る
こ
と
無
し
。
鄙
語
に
曰
く
、「
吏
為た

る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
、

已
に
成
る
事
を
視
よ
」
と
。
或
い
は
曰
く
、
②
「
歬
車
覆
り
て
、
後
車
誡
め
ず
。
是
を
以
て
後
車
覆
る
な
り
」
と
。
故
に

の
兦
ぶ
所
以
の
者



� 2

に
し
て
、
殷 

之
を
為
す
。
殷
の
兦
ぶ
所
以
の
者
に
し
て
、
周 

之
を
為
す
。
故
に
殷 

以
て

に
鑒か
ん
がみ
る
可
く
し
て
、
周 

以
て
殷
に
鑒
み
る
可
し
。

詩
に
曰
く
、「
殷
鑒 

遠
か
ら
ず
、

后
の
世
に
在
り
」
（
１
）

と
。

韓
嬰
は
、
①
明
鏡
が
形
を
照
ら
す
よ
う
に
、
往
古
に
よ
り
今
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
往
古
に
滅
亡
し
た
理
由
を

憎
み
、
安
寧
に
存
在
し
た
理
由
を
踏
襲
す
べ
き
と
す
る
二
つ
の
悝
言
の
中
で
は
②
が
、「
前
車
の
轍
を
踏
む
」
と
い
う
日
本
語
の
語
源
に

な
っ
て
い
る
『
漢
書
』
賈
誼
傳
の
所
伝
と
、
同
義
の
内
容
を
持
つ
。

の
滅
亡
原
因
は
、
殷
の
滅
亡
原
因
で
あ
り
、
周
の
滅
亡
原
因
で
も

あ
る
。
こ
の
た
め
、
詩
は
「
殷
鑒 

遠
か
ら
ず
、

后
の
世
に
在
り
」
と
述
べ
て
い
る
、
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は

鑑
が
史
書
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

韓
嬰
よ
り
少
し
遅
れ
て
生
ま
れ
た
歬
漢
の
司
馬
迁
は
、『
史
記
』
の
太
史
公
自
序
の
中
で
、
詩
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

�

詩
三
百
篇
は
、
大
抵 

賢
垩 

發
憤
の
為
す
所
の
作
な
り
。
此
れ
人
に
皆 

意
に
鬱
結
す
る
所
有
り
て
、
其
の
衜
を
通
ず
る
を
得
ず
。
故
に
徃
事
を
述

べ
、
來
者
を
思
ふ（
２
）。

こ
の
よ
う
に
司
馬
迁
は
、『
詩
經
』
の
前
に
引
用
す
る
『
周
易
』
や
『
春
秋
』
な
ど
も
含
め
て
、
聖
人
が
制
作
し
た
も
の
は
、
過
去
を

述
べ
る
こ
と
で
未
来
に
思
い
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
ら
の
著
し
た
『
太
史
公
書
』（『
史
記
』
と
呼
ば
れ
る
の
は
後
漢

末
か
ら
）
も
、
そ
の
た
め
の
書
籍
で
あ
っ
た
。『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に
お
い
て
、
司
馬
迁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

太
史
公
曰
く
、「
…
…
今
の
世
に
居
り
て
、
古
の
衜
を
志し
る

す
は
、
以
て
自
ら

と
す
る
所
な
り
」
（
３
）

と
。

唐
の
司
馬
貞
が
著
し
た
『
史
記
索
隱
』
は
、
こ
の
文
章
を
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
今
の
代
に
居
り
て
、
志
し
て
古
の
衜
を

る
は
、
以
て
自
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ら

と
す
る
を
得
れ
ば
な
り
。
當
代
の
存
兦
は
、
未
だ
必
ず
し
も
盡
く
は
同
じ
か
ら
ず
」
と
解
釈
す
る（
４
）。
こ
れ
に
従
え
ば
、
司
馬
迁
は
、

自
ら
の
『
太
史
公
書
』
が
古
い
に
し
えを
記
す
こ
と
に
よ
り
、
今
の
世
を
生
き
る
鏡
に
な
る
、
と
把
握
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
司
馬
迁
は
、
古

を
記
し
た
書
籍
を
「
鑑
」
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
る
が
、
た
だ
司
馬
迁
は
、『
太
史
公
書
』
を
今
で
言
う
歴
史
書
と
考
え
て
記
し
た
わ

け
で
は
な
い（
５
）。

後
漢
末
に
な
っ
て
も
、
書
籍
が
後
世
の
「
鏡
」
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
は
継
承
さ
れ
て
い
た
。『
風
俗
通
義
』
を
著
わ
し
た
應
劭
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
れ
國
の
大
事
は
、
載
籍
よ
り
尙ま
さ

れ
る
は

し
。
載
籍
な
る
者
は
、
嫌
疑
を
決
し
、
是
非
を
朙
ら
か
に
し
、
賞
刑
の
宜
し
き
こ
と
、
允
に
厥
の
中
を

、
後
の
人
を
し
て
永
く
監か
が
みと
為
さ
し
む（
６
）。

こ
の
よ
う
に
應
劭
は
、
載
籍
を
後
世
の
人
々
「
監か
が
み」
と
考
え
て
い
た
。
應
劭
が
そ
の
た
め
に
鑑
と
し
て
著
わ
し
た
も
の
は
、
漢
の
制
度

を
伝
え
た
『
漢
官
儀
』
で
あ
る（
７
）。
そ
し
て
、
三
國
時
代
に
は
、『
韓
詩
外
傳
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
「
朙

な
る
者
は
、
形
を
照
ら
す
所

以
な
り
。
徃
古
な
る
者
は
、
今
を
知
る
所
以
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
行
い
を
戒
め
る
事
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（
８
）。
古
が
鑑
で
あ

る
、
と
い
う
思
想
の
広
が
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

西
晉
に
な
る
と
、
過
去
を
記
し
た
文
章
を
鏡
と
す
る
考
え
方
は
、
明
確
に
理
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
杜
預
の
『
春
秋

左
氏
經
傳
集
解
』
序
に
よ
り
な
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
鏡
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
聖
人
の
文
で
あ
っ
た
。

夫か

の
制
作
の
文
の

き
は
、
徃
を
あ
き

ら
か
に
し
來
を
考
ふ
る
所
以
に
し
て
、
情
は
辭
に
見あ
ら
はる
。
言 

高
け
れ
ば
則
ち
旨
は
遠
く
、
辭 

約つ
づ

ま
れ
ば
則
ち

義
は
か
す

か
な
り
。
此
れ
理
の
常
に
し
て
、
之
を
隱
す
に
非
ざ
る
な
り（
９
）。
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杜
預
に
よ
れ
ば
、
垩
人
が
制
作
す
る
文
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
を
明
ら
か
に
し
、
未
来
を
考
え
る
手
だ
て
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
後
漢
末
の
何
休
な
ど
の
公
羊
學
者
が
、
孔
子
は
『
春
秋
』
に
お
い
て
、「
其
の
文
を
か
す

か
に
し
、
其
の
義
を

隱
し
た
」
と
主
張
す
る
こ
と
へ
の
反
論
で
あ
る）
（1
（

。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
、
こ
こ
に
は
歴
史
を
鑑
と
す
る
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
杜
預
の
文
中
に
あ
る
「
徃
を

ら
か
に
し
來
を
考
ふ
」
は
、『
易
經
』
の
繫
辭
下
傳
を
典
拠
と
す
る
。
天
衜
に
よ
り
未
来
の
鑑
と

な
る
『
易
經
』
と
同
様
に
、
人
衜
を
描
く
『
春
秋
』
も
ま
た
未
来
の
鑑
と
成
り
得
る
。『
春
秋
』
は
左
氏
傳
に
対
す
る
杜
預
の
集
解
に
よ

り
、
人
衜
の
鑑
た
り
得
る
史
書
と
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
杜
預
の
『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
序
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
成
公 

傳
十
五
年
の
君
子
曰
く
に
、「
春
秋
の
稱
は
、
①
か
す
か

な
れ
ど

も
顕
あ
き
ら
かな
る
、
②
志し
る

せ
ど
も
晦く
ら

し
、
③
婉ま

げ
て

を
成
す
、
④
盡つ

く
し
て
汙ま

げ
ず
、
⑤
悪
を
懲
ら
し
て
善
を
勸
む
（
春
秋
之
稱
、
①

而
顕
、
②
志
而

晦
、
③
婉
而
成

、
④
盡
而
不
汙
、
⑤
懲
悪
而
勸
善
）」
と
あ
る
五
つ
を
左
氏
傳
が
義
例
を
表
現
す
る
方
法
と
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、『
春

秋
』
の
義
例
の
中
に
、
①
～
④
で
表
現
さ
れ
る
春
秋
の
筆
法
に
加
え
て
、
⑤
勧
善
懲
悪
と
い
う
義
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結

果
、
人
衜
を
描
く
『
春
秋
』
は
、
人
の
「
勧
善
懲
悪
」
を
記
す
鑑
と
位
置
づ
け
ら
れ
た）
（（
（

。
書
籍
を
勧
善
懲
悪
の
「
鑑
」
と
す
る
考
え
方

は
、
こ
こ
に
完
成
す
る
。

東
晉
の
干
寶
は
、「
左
傳
體
」
に
よ
り
「
國
史
」
を
編
纂
す
べ
き
と
主
張
し
、『
晉
紀
』
を
「
左
傳
體
」
に
よ
り
著
し
た
。『
晉
紀
』
は
、

「

論
」
を
設
け
た
こ
と
だ
け
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
と
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
外
形
・
叙
述
・「
凡
例
」・「
君
子
曰
」
の
四
点
に
お
い
て
、

『
春
秋
左
氏
傳
』
を
継
承
し
て
「
左
傳
體
」
を
確
立
し
た
史
書
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、『
竹
書
紀
年
』
を
自
説
の
論
拠
と
す
る
杜
預
の
『
春

秋
左
氏
經
傳
集
解
』
後
序
の
影
響
に
よ
っ
て
、「
左
傳
體
」
こ
そ
が
古
く
か
ら
伝
わ
る
史
書
の
正
統
な
書
き
方
と
考
え
た
た
め
で
あ
る）

（1
（

。

杜
預
の
『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
に
よ
り
正
し
さ
を
証
明
さ
れ
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
影
響
の
も
と
、
こ
う
し
て
史
學
は
国
家
の
あ
り
方

や
政
策
を
「
鑑
」
と
し
て
映
し
出
す
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
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南
北
朝
を
統
一
し
た
隋
を
受
け
た
唐
の
太
宗
李
世
民
は
、
文
化
的
に
も
南
北
を
統
一
す
る
こ
と
を
目
指
し
、「
正
史
」
を
国
家
が
編
纂

す
る
こ
と
を
重
視
し
、『
梁
書
』・『
陳
書
』・『
北
齊
書
』、『
北
周
書
』・『
隋
書
』
の
「
五
史
」
編
纂
を
命
じ
た
。
そ
の
の
ち
に
編
纂
さ
れ

た
『
晉
書
』
で
は
、
太
宗
は
『
晉
書
』
編
纂
の
意
図
を
詔
で
述
べ
、
自
ら
宣
帝
紀
・
武
帝
紀
・
陸
機
傳
・
王
羲
之
傳
の
四
篇
に
史
論
を
書

い
た
。『
晉
書
』
が
「
御
撰
」
と
称
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。「
修
晉
書
詔
」
の
中
で
太
宗
は
、「
五
史
」
の
編
纂
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

梁
・
陳
・
高
氏
に
至
り
て
は
、
朕 

勒
成
を
命
じ
、
惟
れ
周
及と

隋
も
、
亦
た
同と
も

に
錄
を
甄あ
ら
はす
。
善
を
彰あ
ら

は
し
悪
を
癉や
ま

し
、
一
代
の
淸

を
激あ
き
らか
に
し
、

吉
を
褒
め
凶
を
懲
し
、
百
王
の
令
典
を
備
へ
ざ
る
は

し）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
太
宗
は
、
紀
傳
體
に
よ
る
正
史
の
編
纂
を
命
じ
た
目
的
を
勧
善
懲
悪
の
た
め
の
「
一
代
の
淸

」
を
「
百
王
の
令
典
」
と

し
て
、
後
世
の
規
範
と
す
る
こ
と
に
置
い
た
。『
春
秋
左
氏
傳
』
に
述
べ
ら
れ
る
勧
善
懲
悪
の
鑑
と
し
て
の
史
書
の
伝
統
を
継
承
し
な

が
ら
、
そ
の
善
悪
の
基
準
を
皇
帝
が
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）
（1
（

。
ま
た
、
太
宗
と
魏
徴
ら
の
対
話
を
ま
と
め
た
『
貞

政
要
』
は
、

「
殷
鑒
」
を
四
回
も
用
い
、
史
書
が
鑑
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

北
宋
の
司
馬
光
が
編
纂
し
た
『
資
治
通
鑑
』
は
、
政
治
に
資
す
る
た
め
の
通
史
の
鑑
と
い
う
書
名
に
、
史
書
の
鑑
で
あ
る
こ
と
が
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
。『
春
秋
』
を
継
承
す
る
司
馬
光
の
歴
史
書
に
「
鑑
」
を
含
む
名
を
贈
っ
た
北
宋
の
神
宗
は
、『
資
治
通
鑑
』
序
の
冒
頭

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

朕 

惟
ふ
に
、
君
子�

多
く
歬
言
・
徃
行
を

し
、
以
て
其
の
德
を
畜
ふ
。
故
に
能
く
①
「
剛
健
篤
實
に
し
て
、
輝
光
日
に

た
な
り
」
と
。
書
も
亦

た
曰
く
、
②
「
王
よ
、
人
多
聞
を
求
め
て
、
時こ

れ
惟す
な
はち
事
を
建
つ
」
と
。
③
詩
・
書
・
春
秋
は
、
皆
得
失
の
迹
を
朙
ら
か
に
し
、
王
衜
の
正
を
存
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す
る
所
以
に
し
て
、
鑑
戒
を
後
世
に

る
る
者
な
り）
（1
（

。

神
宗
は
、
①
『
周
易
』
大
畜
と
②
『
尙
書
』
說
命
篇
下
を
引
用
し
た
の
ち
に
、「
殷
鑒�

遠
か
ら
ず
、

后
の
世
に
在
り
」
と
記
し
た

『
詩
經
』、
史
書
の
二
つ
の
起
源
で
あ
る
『
尙
書
』
と
『
春
秋
』）
（1
（

は
、
③
す
べ
て
古
の
事
績
を
明
ら
か
に
し
て
、
王
衜
の
正
統
を
存
在
さ

せ
、
鑑
戒
を
後
世
に
垂
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
が
、
こ
の
歴
史
哲
学
を
基
本
と
し
て
著
さ
れ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
中
国
の
史
書
の
捉
え
方
に
基
づ
い
て
、
日
本
で
は
「
四

」
と
総
称
さ
れ
る
『
大

』『
今

』『
水

』『
增

』
が
著
さ

れ
た
。『
今

』
は
中
国
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、『
大

』
は
受
け
て
い
な
い
と
い
う
議
論
も
あ
る
が）
（1
（

、
大
勢
を
揺
る
が
す
に
は
至
る

ま
い
。
西
欧
で
は
、
歴
史
を
鏡
と
す
る
よ
う
な
教
訓
的
歴
史
は
、
物
語
的
歴
史
→
教
訓
的
歴
史
→
科
学
的
歴
史
と
進
化
し
て
い
く
中
間
段

階
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が）
（1
（

、
西
欧
に
お
け
る
史
学
の
発
展
が
す
べ
て
の
史
学
の
規
範
で
は
な
い
。
世
俗
的
な
歴
史
観
と
の

批
判
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
で
も
日
本
に
お
い
て
は
歴
史
を
鏡
と
見
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
揺
る
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
二
〇
二
二
年
に
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
る
『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
も
、
早
稲
田
大
学
が
未
来
へ
と
発
展
し
て
い
く

た
め
の
鏡
と
見
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
刊
行
に
尽
力
さ
れ
た
大
日
方
純
夫
前
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
二
〇
一
六
年
、
大

学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
発
展
型
と
し
て
の
歴
史
館
を
構
想
し
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

早
稲
田
大
学
が
設
置
す
る
「
早
稲
田
歴
史
館
」（
以
下
、「
歴
史
館
」）
は
、
創
立
一
五
〇
周
年
を
展
望
し
た
施
設
と
し
て
、「
早
稲
田
」
に
関
す
る
歴

史
を
系
統
的
に
集
約
・
調
査
・
研
究
・
公
開
・
発
信
す
る
機
関
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
す
な
わ
ち
、
①
「
早
稲
田
」
の
歴
史
に
関
す
る
記
録
を

保
存
・
公
開
す
る
機
関
（
文
書
館
）、
②
「
早
稲
田
」
の
歴
史
を
常
時
展
示
・
公
開
す
る
機
関
（
博
物
館
）、
③
「
早
稲
田
」
の
歴
史
に
関
す
る
調
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査
・
研
究
に
あ
た
る
機
関
、
と
い
う
三
機
能
を
も
つ
、
文
字
通
り
「
早
稲
田
」
の
歴
史
を
総
合
的
に
扱
う
「
歴
史
館
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
早

稲
田
大
学
が
設
置
す
る
に
値
す
る
「
歴
史
館
」
た
り
得
る）

（1
（

。

二
〇
二
二
年
四
月
一
日
よ
り
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
は
、
博
物
館
で
あ
り
、
文
書
館
で
あ
り
、
調
査
・
研
究
機
関
で
あ
る
歴
史
館

へ
と
再
編
さ
れ
る
。
歴
史
館
と
な
っ
て
か
ら
も
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
果
し
て
き
た
、
早
稲
田
の
「
鏡
」
を
描
い
て
い
く
営
為
は
、

孜
々
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
昔
者
、
禹
以

王
、
桀
以

兦
。
湯
以
殷
王
、
紂
以
殷
兦
。
故
無

常
安
之
國
、
宜
治
之
民
。
得
賢
則
昌
、
不
肖
則
兦
、
自
古
及
今
、
未
有

不
然
者
也
。
①
夫
朙

者
、
所
以
照
形
也
。
徃
古
者
、
所
以
知
今
也
。

夫
知
悪
徃
古
之
所
以
危
兦
、
而
不

蹈
其
所
以
安
存
者
、
則
無
以

乎
卻
行
而
求
逮
於
歬
人
。
鄙
語
曰
、
不
知
為
吏
、
視
已
成
事
。
或
曰
、

②
歬
車
覆
、
後
車
不
誡
。
是
以
後
車
覆
也
。
故

之
所
以
兦
者
、
而
殷

為
之
。
殷
之
所
以
兦
者
、
而
周
為
之
。
故
殷
可
以
鑒
於

、
而
周
可
以

鑒
於
殷
。
詩
曰
、
殷
鑒
不
遠
、
在

后
之
世
（『
韓
詩
外
傳
』
卷
五
）。

（
２
）
詩
三
百
篇
、
大
抵
賢
垩
發
憤
之
所
為
作
也
。
此
人
皆
意
有
所
鬱
結
、

不
得
通
其
衜
也
。
故
述
徃
事
、
思
來
者
（『
史
記
』
卷
一
百
三
十�

太
史

公
自
序
）。

（
３
）
太
史
公
曰
、
…
…
居
今
之
世
、
志
古
之
衜
、
所
以
自

也
（『
史
記
』

卷
十
八�

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
）。

（
４
）
言
居
今
之
代
、
志

古
之
衜
、
得
以
自

。
當
代
之
存
兦
也
、
未

必
盡
同
（『
史
記
索
隱
』
卷
六�

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
）。

（
５
）
渡
邉
義
浩
「『
史
記
』
に
お
け
る
『
春
秋
』
の
継
承
」（『W

A
SED
A
�

RILA
S�JO

U
RN
A
L

』
五
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
６
）
夫
國
之
大
事
、

尙
載
籍
。
載
籍
也
者
、
決
嫌
疑
、
朙
是
非
、
賞

刑
之
宜
、
允

厥
中
、
俾
後
之
人
永
為
監
焉
（『
後
漢
書
』
列
傳
三
十
八�

應
奉
傳
附
應
劭
傳
）。

（
７
）
後
漢
中
期
か
ら
西
晉
に
か
け
て
、
漢
の
制
度
を
鑑
と
す
る
多
く
の

書
籍
が
著
さ
れ
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
司
馬
彪
の
修
史
」（『
大
東
文

化
大
学
漢
学
会
誌
』
四
五
、
二
〇
〇
六
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と

貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
８
）『
三
國
志
』
卷
五
十
九�

孫
奮
傳
に
、「
里
語
に
曰
く
、「
朙

は
形
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を
照
ら
す
所
以
な
り
、
古
事
は
今
を
知
る
所
以
な
り
」
と
。
大
王�

宜

し
く
深
く
魯
王
を
以
て
戒
と
為
し
、
其
の
行
を
改
易
し
、
戰
戰
兢
兢
と

し
て
、

を
朝

に
盡
く
す
べ
し
（
里
語
曰
、
朙

所
以
照
形
、
古
事

所
以
知
今
。
大
王
宜
深
以
魯
王
為
戒
、
改
易
其
行
、
戰
戰
兢
兢
、
盡

朝

）」
と
あ
る
。

（
９
）

夫
制
作
之
文
、
所
以

徃
考
來
、
情
見
乎
辭
。
言
高
則
旨
遠
、

辭
約
則
義

。
此
理
之
常
、
非
隱
之
也
（『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
序
）。

（
10
）
何
休
ら
公
羊
學
派
の
説
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
両
漢
に
お
け

る
春
秋
三
伝
と
国
政
」（『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
七
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
11
）
渡
邉
義
浩
「「
春
秋
左
氏
伝
序
」
と
「
史
」
の
宣
揚
」（『
狩
野
直
禎

先
生
米
寿
記
念�

三
国
志
論
集
』
三
国
志
学
会
、二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
12
）
渡
邉
義
浩
「
干
宝
の
『
晉
紀
』
と
「
左
伝
体
」」（『
東
洋
研
究
』

二
〇
四
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
13
）
至
梁
・
陳
・
高
氏
、
朕
命
勒
成
、
惟
周
及
隋
、
亦
同
甄
錄
。

不

彰
善
癉
悪
、
激
一
代
之
淸

、
褒
吉
懲
凶
、
備
百
王
之
令
典
（『
唐
大
詔

令
集
』
卷
八
十
一�

修
晉
書
詔
）。

（
14
）
渡
邉
義
浩
「『
晉
書
』
の
御
撰
と
正
史
の
成
立
」（『
三
国
志
研
究
』

一
五
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
15
）
朕
惟
、
君
子
多

歬
言
・
徃
行
、
以
畜
其
德
。
故
能
①
剛
健
篤
實
、

輝
光
日

。
書
亦
曰
、
②
王
、
人
求
多
聞
、
時
惟
建
事
。
③
詩
・
書
・

春
秋
、
皆
所
以
朙
乎
得
失
之
迹
、
存
王
衜
之
正
、

鑑
戒
於
後
世
者
也

（『
資
治
通
鑑
』
序
）。

（
16
）『
尙
書
』
と
『
春
秋
』
を
史
書
の
二
つ
の
起
源
と
す
る
こ
と
は
、
渡

邉
義
浩
「『
文
心
雕
龍
』
の
史
学
論
」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
二
一
、

二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

（
17
）
山
岸
徳
平
『
歴
史
戦
記
物
語
研
究
』（
有
精
堂
出
版
、一
九
七
三
年
）。

（
18
）
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
（
著
）、
坂
口
昂
・
小
野
鐵
二
（
共
訳
）『
歴
史
と

は
何
ぞ
や
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
二
年
）。

（
19
）
大
日
方
純
夫
「
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
一
〇
年
」（『
早
稲
田
大

学
史
記
要
』
五
二
、
二
〇
二
一
年
）。




